


更衣室・シャワールーム

ホテル棟　施設・フロアガイド

エントランス・受付
エントランスには受付カウン
ター・貴重品用ロッカーがご
ざいます。貴重品はこちらの
ロッカーをご利用ください。

男女更衣室（シャワールーム・
ドライヤー・トイレ付き）。

リビング

ご宿泊の方はどなた様でも休
憩等にご利用いただけます。

エントランス

受付

女性
更衣室

男性
更衣室シャワー

ルーム
シャワー
ルームWC WC

 ラウンジ
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玄関

→
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ホテル棟1F

館内はドライエリアとなります。体が濡れている場合、シャワールーム直通の出入り口をご利用ください。

ご利用可能時間
6:30～23:00

ご利用可能時間
6:30～23:00

ホテル棟2F（客室フロア）

コイン
ランドリー
自販機

コイン
ランドリー
自販機

電子レンジ・ポッド・冷蔵庫がございます。

WC WC
ドミトリールーム（女性部屋）ドミトリールーム（男性部屋）
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ツインルーム

→

配膳カウンター

ラウンジ
レンタルルーム。ご利用ご希望の
方はお申し付けください。

ご利用可能時間
8:00～23:00

ツインルーム（定員２名）

全４部屋 全１部屋 全２部屋

グループルーム（定員4名） ドミトリールーム（１部屋定員10名）
男女部屋に
別れています。

テラステラステラステラステラス

出入り口

キッチン



ホテル棟外　施設・設備ガイド

ホテル棟

海

・屋外シャワースペース
・トイレ
・２F休憩スペース（ウェットエリア）
・冷蔵庫

駐車場

ホテル棟外設備

プライベート棟

ダイビング器材などマリンスポーツで
ご使用になった器材を洗うスペースで
す。譲り合ってご利用ください。

ウォッシングスペース

１

２３

２

BBQ を楽しめるスペースです。こち
らの場所に BBQ 台が設置されます。
BBQセットはレンタルしております。

BBQスペース４

ご使用になったダイビング器材、ス
ノーケリング用品など、濡れたものを
干せるスペースです。紛失しないよう
に自己管理でご利用ください。

器材干場３

ご利用可能時間
8:00～21:00

ご利用可能時間
10:00～21:00

【BBQ設備レンタル品】
BBQ台・焼網・食器類・テーブル・椅子4・小型クーラーボックス

BBQ関連の料金

BBQ台（1台は 4名様用）：5,000 円 ガスBBQ台、トング、お皿、箸、コップ
クーラーボックス、4名様分

BBQパック (追加 4名様分料金）：1,000 円 取り皿・割り箸・コップ

※食材のご用意はございませんので、BBQ を希望される方は、予めご用意
をお願いいたします。

１

下記設備をご利用いただけます。

休憩
スペース

（ウェッ
トエリア

）

ソファ
ベッド

女性
WC男性

WC

2F

1F

冷蔵庫

シャワー

シャワー

食材用流
し台

4

※表示価格は税別です。

喫煙所
喫煙所

プライベートプランご利用のお客様のみご利用いただけます。



施設概要（客室）

チェックイン　15:00　チェックアウト　10:00となります。

設備

アメニティ

冷暖房完備、洗浄機付トイレ、Wi-Fi 無料接続、冷蔵庫
シャワー（お部屋にバスタブはございません。）

定員数 2名

ボディーソープ、シャンプー、リンス、ハミガキセット、
フェイスタオル、バスタオル、バスローブ、スリッパ

ツインルーム

設備

アメニティ

冷暖房完備、洗浄機付トイレ、Wi-Fi 無料接続、冷蔵庫
シャワー（お部屋にバスタブはございません。）

定員数 4名

ボディーソープ、シャンプー、リンス、ハミガキセット、
フェイスタオル、バスタオル、バスローブ

グループルーム

設備

アメニティ

その他

その他

その他

冷暖房完備、洗面台、Wi-Fi 無料接続、冷蔵庫
※シャワーは１Fのシャワールームをご利用ください。

定員数 １部屋10名

ハミガキセット、フェイスタオル、バスタオル
(ボディーソープ、シャンプー、リンスは１階シャワールームに備え
付けのものがございます。)

ドミトリールーム（男女別）

貴重品は必ず１Fエントランスのセキュリティボックスをご利用ください。

室内点灯時間6:30 ～ 22:00
※ドミトリールームは施錠されません。
禁煙

※下記ご一読ください。
□館内での持ち物の盗難・紛失に一切の責任を負えません。貴重品の管理はお客様自身でお願い致します。
　貴重品は１Fエントランのセキュリティボックスをご利用ください。
□濡れた姿（水着・ウェットスーツなど）のままでのホテル棟のご利用はご遠慮ください。
　お体が濡れている場合は、更衣室直結通路をご利用ください。
□持ち込み食材、飲料は客室設置の冷蔵庫もしくは、１Fロビー配膳カウンター下冷蔵庫（2台）をご利用ください。
　宿泊期間中はご利用いただけます。ご利用の際には所有者のお名前をご記入ください。不明品を破棄させていただきます。
□電気製品の充電は各客室でのみお願いいたします。
□チェックアウトの際はお忘れ物がないようにお気をつけください。お忘れ物についてご連絡を頂かなかった場合
　所定の時間経過後、破棄させていただきます。当館からお忘れ物についての確認のご連絡はいたしません。
□タオルのご返却は１F更衣室内返却場所までご返却ください。

禁煙（テラスのみで喫煙いただけます）

禁煙（テラスのみで喫煙いただけます）

布団敷きはセルフとなります。



館内サービスについて

チェックイン /チェックアウトについて

喫煙について

タクシー　（記載料金は概算です。） レンタカー

セルフ朝食サービス

07：00～08：00
1F リビングにて、セルフ朝食をご利用いた
だけます。

無料Wi-Fi

館内は Wi-Fi 対応となっており、無料で
Wi-Fi をご利用いただけます。

宅配サービス

「着払い」でのみご利用いただけます。ご利
用の際は館内スタッフまでお申し付けくだ
さい。

コインランドリー

洗濯機…容量    5kg １回　10分　300円
乾燥機…容量 4.5kg １回    10 分   100 円

AED

1F エントランスに AED( 自動体外式除細動
器）を設置しております。ご宿泊に関係な
くどなたでもご利用ください。

セキュリティボックス

1F エントランスに貴重品ロッカーがござい
ます。無料でご利用いただけます。

ニッポンレンタカー
南紀白浜空港営業所 TEL 0739-42-4344
オリックスレンタカー

田辺店 TEL 0739-26-6822

トヨタレンタリース
和歌山 TEL 0739-43-3000

チェックイン　15:00　チェックアウト　10:00 となります。
チェックアウト延長は最大３時間まで、１時間延長に￥2,000 がかかります。

施設内は禁煙となっております。屋外に灰皿を設置してありますので、そちらで喫煙してください。 ツインルーム、グ
ループルームでは、テラスで喫煙していただけます。

ドライルームについて
更衣室以外をドライルームとさせて頂きます。 ドライルームにはダイビングスーツ、ダイビングブーツ、マリンシュー
ズでの立ち入りは禁止となっております。必ず履き替えてからご利用ください。 ドライエリアで水着、ラッシュガード
を着用する場合は乾いていることをご確認ください。 共有部分でのコンセント、テーブル、ソファーの専有はご遠慮く
ださい。 タオル姿（腰巻など）でのご利用はご遠慮ください。お体が濡れている場合は、更衣室直結通路をご利用くだ
さい。

08：00～23：00

6,540 円 （約 40分）
7,800 円 （約 30分）

15,540 円（約90分）
18,690 円（約30分）

ビーチテラス串本～串本駅

ビーチテラス串本～南紀白浜空港

深夜料金

深夜料金

串本タクシー株式会社…TEL 073-562-0695



アクティビティ料金表

その他料金表

ダイビングライセンス取得講習も行なっております。

ビーチタオルレンタル
フェイスタオル&歯ブラシセット
洗顔フォームセット
ラウンジ利用
BOX管理（器材預かりサービス）
BBQ台利用
BBQパック (追加4名様分料金）

１枚
１セット
１セット
２時間
１年間
1台
１セット

お会計

当施設では自動販売機・ランドリーを除くすべてのお支払はクレジットカードもしくはデビットカードのみとなってお
ります。マリンアクティビティのご利用など、追加サービス等をご利用の場合、 チェックアウト時に纏めてご精算させ
て頂きます。

ご利用できるカード
VISAカード　/　JCB CARD　/　AMEX　/　デビッドカード

マリンアクティビティ・器材のお貸出し　9：00～15：00

シュノーケリング
サップ（SUP）
シーカヤック
水中スクーター

2時間
2時間
2時間
２時間

￥5,000
￥5,000
￥5,000
￥5,000

ウエットスーツ、軽器材、ライフジャケット、レンタル付き

ライフジャケット、SUP道具、レンタル付き

ライフジャケット、シーカヤック道具、レンタル付き

水中スクーター

※表示価格は税別です。

スクーバ・ダイバー コース

オープン・ウォーター・ダイバー コース

アドヴァンスド・オープン・ウォーター・ダイバー コース

￥39,800

￥54,000

￥67,000

最短 3日

最短 3日

最短 2日

最小限の時間と予算で受講できる、ダイバーにな
るための一番最初のコース。（水深12ｍまで）
ダイビングを本格的に始めたい方のための定番
コース。（水深18ｍまで）
水深 30m までダイビングをたのしめるようにな
る、スキルアップコース。

１枚の価格です。

１セットの価格です。

１セットの価格です。

１Fのラウンジをご利用いただけます。

ダイビング器材をお預かり致します。

ガスBBQ台、トング、お皿、箸、コップクーラーボックス、4名様分

追加料金（４名様分）。内容、取り皿・割り箸・コップ

￥500
￥300
￥500
￥5,000
￥50,000
￥5,000
￥1,000

ダイビング器材レンタル

軽器材セット
重器材・DCセット
ウェットスーツ
ドライスーツ

¥1,500
¥3,000
¥2,500
¥4,000

マスク、フィン、シュノーケル、ブーツ

BCD、レギュレーター、ゲージ、オクトパス、ダイビングコンピュータ

目安：7月～9月

目安：10月～6月

ダイビング
※ダイビングライセンスが必要となります。　

2ボート
１ボート１ビーチ
無制限ダイビング

￥24,000
￥20,000
￥10,000

串本、白浜などのダイビングポイントで2ボートダイビング。
1 本は、串本・白浜などのダイビングポイントでボートエントリー、1 本は
和深ビーチからエントリー。

和深ビーチよりビーチエントリー、ガイドはつきません。

5mほどの浅瀬でダイビングを体験いただけます。体験ダイビング ２時間 ￥20,000



宿泊約款・利用規約



宿泊約款・利用規約

■適用範囲
第1条
1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、
法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2・当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

■宿泊契約の申込み
第2条
1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金（原則として別表第１の基本宿泊料による。）
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあっ
たものとして処理します。

■宿泊契約の成立等
第3条
1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではあ
りません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 (3 日を超えるときは 3日間 ) の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する
日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の
順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の
支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

■申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、
前項の特約に応じたものとして取り扱います。

■宿泊契約締結の拒否
第5条
1.当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室 (員 )により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律第 77号 ) 第 2条第 2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。)、同条第 2条第
6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ　暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ　法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 当館施設を管轄する旅館業法施行条例に定める宿泊拒否事由に該当するとき。

■宿泊客の契約解除権
第6条
1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 ( 第 3 条第 2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定し
てその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申
し受けます。ただし、当館が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払
義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の18時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻 )になっても到
着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4.レイトプランの場合は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の21時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻 )
になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。



■当館の契約解除権
第7条
1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ　暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ　暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ　法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 当館施設を管轄する旅館業法施行条例に定める宿泊拒否事由に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

■宿泊の登録
第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれら
を呈示していただきます。

■客室の使用時間
第9条
1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、16 時から翌日 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終
日使用することができます。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。
3. フルパッケージでお申し込みの場合、当館の客室を使用できる時間は、10 時から翌日 15 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、
到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

■利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

■営業時間
第11条
1.当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー
等で御案内いたします。
(1) フロント・コインランドリー・自動販売機サービス時間
イ　フロントサービス　・・・9:00～ 22:00  　ロ　コインランドリー・・・8:00～ 23:00　自動販売機・・・24H
(2) レンタル器材・マリンアクティビティサービス時間
イ　器材レンタル　・・・　9:00～ 15:00　ロ　マリンアクティビティ・・・9:00～ 15:00
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

■料金の支払い
第12条
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第１に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、
フロントにおいて行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

■当館の責任
第13条
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、
それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は、万一の火災等に対処するため、火災保険に加入しております。



■■契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当し
ます。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

■寄託物等の取扱い
第15条
1. 宿泊客がセキュリティボックスにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場
合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを
行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってセキュリティボックスにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は
過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものにつ
いては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

■宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいて
チェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときでも当館からお客
様へお忘れ物についてのご連絡は致しません。お客様から当館にお忘れになった荷物についご連絡頂かない場合、所定時間が過ぎたのち破棄致します。
3. 前 2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1項の場合にあっては前条第 1項の規定に、前項の場合にあっては
同条第2項の規定に準じるものとします。

■駐車の責任
第17条
1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うも
のではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

■宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

備考
1.基本宿泊料はパンフレットに掲示する料金表によります。
2.子供料金は無し。
3.寝具及び食事を提供しない未就学児については、無料とします。
4.税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第１

宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金

②追加飲食・BBQなど（フルパッケージは除く）
③マリンアクティビティ参加料（フルパッケージは除く）
④レンタル器材料（フルパッケージは除く

税金

追加料金

①基本宿泊料（室料）

イ　消費税

当日連絡なしの場合
100％

当日連絡ありの場合
50％

前日の場合
40％

2日前～7日前の場合
30％

特定日 (年末年始・お盆・GW・その他指定した日 )のご宿泊の方

別表第２　違約金 (第６条第２項関係 )

当日連絡なしの場合
100％

当日連絡ありの場合
50％

前日の場合
40％

2日前～7日前の場合
30％

8日前～20日前の場合
20％

1.％は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、１日分 (初日 )の違約金を収受します。
3.団体客 (15名以上 )の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前 (その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日 )
における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。


